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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、エポキシ樹脂と、硬化剤と、炭素材とを含有する樹脂組成物であって、
　前記エポキシ樹脂及び前記硬化剤の一方又は両方がナフタレン構造を有し、
　前記炭素材は、繊維長が３～３０μｍで、アスペクト比が１０～５００の繊維状炭素で
あり、
　前記炭素材の含有量が、組成物全体で、１～４０質量％であるエポキシ樹脂組成物。
【請求項２】
　前記炭素材の含有量が、組成物全体で、１～２０質量％であることを特徴とする請求項
１に記載のエポキシ樹脂組成物。
【請求項３】
　前記炭素材は、炭素繊維及び／又はカーボンナノチューブであることを特徴とする請求
項１又は２に記載のエポキシ樹脂組成物。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のエポキシ樹脂組成物を成形した成形体。
【請求項５】
　熱伝導率が０．５～７０Ｗ／ｍＫであることを特徴とする請求項４に記載の成形体。
【請求項６】
　表面抵抗が１．０Ｅ＋１６～０．１Ω／□であることを特徴とする請求項４又は５に記
載の成形体。
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【請求項７】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のエポキシ樹脂組成物を加熱成形して得た厚さ１０
～５００μｍのシート材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エポキシ樹脂組成物、この樹脂組成物により形成した成形体及びシート材に
関する。より詳しくは、電子部品の放熱部材、電池の正極材料又は電磁波吸収材などに使
用される熱伝導性と導電性を兼ね備えたエポキシ樹脂組成物、成形体及びシート材に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　導電性エポキシ樹脂は、燃料電池セパレータなどの成形体、半導体の封止用用途や電池
部品搭載用途などの種々の分野で使用されている（例えば、特許文献１，２参照）。例え
ば、特許文献１には、エポキシ樹脂と、硬化剤と、尿素誘導体からなる硬化促進剤と、膨
張黒鉛を含有する炭素材料とを含有する導電性エポキシ樹脂組成物が提案されている。
【０００３】
　また、特許文献２には、ナフタレン型エポキシ樹脂と、１分子中に置換又は非置換のナ
フタレン環を少なくとも１個以上有するフェニール樹脂硬化剤と、カーボンブラックと、
無機充填剤とを含有する半導体封止用エポキシ樹脂組成物が提案されている。
【０００４】
　一方、半導体素子等の電子部品の高密化、高集積化及び高出力化等に伴い、これら電子
部品からの発熱対策が重要となっている。そこで、従来、導電性と熱伝導性の両方を有す
る樹脂成形体も提案されている（特許文献３参照）。特許文献３に記載の放熱部材では、
シリコーン樹脂又はアクリル樹脂と黒鉛粉末などを含有するシート材において、異方性を
有する黒鉛をシートの厚さ方向に配向させることで、熱伝導性を高めている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１５２１７０号公報
【特許文献２】特開２００７－３１６９１号公報
【特許文献３】特開２００９－９４１１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前述した従来の技術には、以下に示す問題点がある。即ち、特許文献１
に記載のエポキシ樹脂組成物は、特定の構造を有する硬化促進剤を用いることで、混練・
成形時の流動性確保を可能としているが、流動性を有する樹脂分の大半であるエポキシ樹
脂及び硬化剤の構造を考慮しないと、流動性の向上効果が低いという問題点がある。
【０００７】
　また、特許文献２に記載のエポキシ樹脂組成物は、半導体封止剤用途であり、レーザー
マーキング性を良好にする目的でカーボンブラックを添加しているため、添加量が少量で
あり、高い導電性及び放熱性は得られない。これに対して、特許文献３に記載の放熱部材
は、優れた熱導電性が得られるが、近年、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）などのパワー
半導体のように、電子部品からの発熱量が多くなっており、導電性及び放熱性の更なる向
上が求められている。
【０００８】
　そこで、本発明は、導電性及び放熱性が共に優れたエポキシ樹脂組成物、成形体及びシ
ート材を提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　本発明に係るエポキシ樹脂組成物は、少なくとも、エポキシ樹脂と、硬化剤と、炭素材
とを含有する樹脂組成物であって、前記エポキシ樹脂及び前記硬化剤の一方又は両方がナ
フタレン構造を有し、前記炭素材は、繊維長が３～３０μｍで、アスペクト比が１０～５
００の繊維状炭素であり、前記炭素材の含有量が、組成物全体で、１～４０質量％のもの
である。
　この樹脂組成物は、前記炭素材の含有量を、組成物全体で、１～２０質量％とすること
ができる。
　また、前記炭素材としては、例えば、炭素繊維及び／又はカーボンナノチューブを使用
することができる。
【００１０】
　本発明に係る成形体は、前述したエポキシ樹脂組成物を成形したものである。
　そして、この成形体は、熱伝導率が例えば０．５～７０．０Ｗ／ｍＫであり、表面抵抗
が例えば１．０Ｅ＋１６～０．１Ω／□である。
【００１１】
　本発明に係るシート材は、前述したエポキシ樹脂組成物を加熱成形して得たものであり
、厚さが１０～５００μｍである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、エポキシ樹脂及び／又は硬化剤がナフタレン構造を有し、炭素材とし
て繊維長が３～３０μｍで、アスペクト比が１０～５００の繊維状炭素を使用しているた
め、導電性及び放熱性が共に優れたエポキシ樹脂組成物、成形体及びシート材が得られる
。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための形態について、詳細に説明する。なお、本発明は、以下
に説明する実施形態に限定されるものではない。
【００１４】
（第１の実施形態）
　本発明の第１の実施形態に係るエポキシ樹脂組成物について説明する。本実施形態のエ
ポキシ樹脂組成物は、少なくとも、エポキシ樹脂と、硬化剤と、炭素材とを含有する。そ
して、エポキシ樹脂及び硬化剤の一方又は両方がナフタレン構造を有しており、炭素材に
は、六方晶構造又は非晶質構造の炭素粒子又は繊維状炭素であり、かつ平均粒子径又は繊
維長が３０μｍ以下のものを使用している。
【００１５】
［エポキシ樹脂］
　本実施形態のエポキシ樹脂組成物に配合されるエポキシ樹脂は、１分子中に２個以上の
エポキシ基を有するエポキシ化合物であればよく、特に、分子中にナフタレン構造やアン
トラセン構造などの多環芳香族構造を有するものが好ましい。その中でも、ナフタレン構
造は、常温で液体であり、炭素材との濡れ性が良好であるため、分子中にナフタレン構造
を有するエポキシ樹脂を使用することにより、炭素材の充填率を高め、導電性及び放熱性
を向上させることができる。
【００１６】
　エポキシ樹脂組成物におけるエポキシ樹脂の配合量は、特に限定するものではないが、
得られる硬化体の特性、特に、導電性と樹脂強度の観点から、樹脂組成物全量あたり、３
０～９０質量％であることが好ましく、より好ましくは４０～８５質量％である。
【００１７】
［硬化剤］
　本実施形態のエポキシ樹脂組成物に配合される硬化剤は、前述したエポキシ樹脂の硬化
剤であり、具体的には、フェノールノボラック樹脂、酸無水物樹脂、アミノ樹脂、イミダ
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ゾール類などを使用することができる。この硬化剤についても、多環芳香族構造を有する
ものが好ましく、その中でも、ナフタレン構造を有するものが特に好ましい。これにより
、炭素材の充填率を高め、導電性及び放熱性を向上させることができる。
【００１８】
　エポキシ樹脂組成物における硬化剤の配合量は、特に限定するものではないが、得られ
る硬化体の特性、特に、樹脂硬度の観点から、樹脂組成物全量あたり、３．０～７０質量
％であることが好ましく、より好ましくは５．０～５０質量％である。特に、硬化剤がフ
ェノールノボラック樹脂、酸無水樹脂又はアミノ樹脂である場合は、エポキシ樹脂に対し
て、当量比で０．７５～１．２５であることが好ましく、より好ましくは当量比０．８～
１．２である。なお、イミダゾール類などのようにイオン重合により硬化するものについ
ては、当量比は特に限定されない。
【００１９】
［炭素材］
　本実施形態のエポキシ樹脂組成物に配合される炭素材は、六方晶構造若しくは非晶質構
造の炭素粒子又は繊維状炭素である。これらは、他の炭素材よりも、樹脂中にてパーコレ
ーション構造を形成しやすく、低充填で導電性及び熱導電性を発現するため、導電性及び
熱伝導性が共に優れたエポキシ樹脂組成物が得られる。
【００２０】
　このような炭素材としては、例えば、カーボンブラック、グラファイト粉末、炭素繊維
及びカーボンナノチューブなどが挙げられ、これらは単独でも使用することができるが、
複数を組み合わせて使用することもできる。また、これらの炭素材の中でも、樹脂との親
和性、分散性、導電性及び熱伝導性を向上させるパーコレーション構造の形成しやすさの
観点から、カーボンナノファイバーが好適である。
【００２１】
　ただし、平均粒子径が３０μｍを超える炭素粒子、又は、繊維長が３０μｍを超える繊
維状炭素を使用すると、樹脂組成物を成形してシート化する際に、薄膜化が困難となる。
よって、本実施形態のエポキシ樹脂組成物に配合される炭素材は、平均粒子径又は繊維長
が３０μｍ以下のものとする。
【００２２】
　また、炭素材のアスペクト比は、１０～５００であることが好ましく、５０～３００で
あることがより好ましい。これにより、少ない充填量で、シート成形物の高導電化及び高
熱伝導化を実現することができる。
【００２３】
　更に、炭素材の配合量は、導電特性、放熱特性及び成形性の観点から、樹脂組成物全体
の１～４０質量％であることが好ましく、１～２０質量％であることがより好ましい。こ
れにより、シート成形物の高導電化及び高熱伝導化を実現することができる。
【００２４】
（その他の成分）
　横配向シート３を形成する樹脂組成物には、前述した各成分に加えて、有機溶剤やカッ
プリング剤などが配合されていてもよい。
【００２５】
［製造方法］
　次に、前述の如く構成されるエポキシ樹脂組成物の製造方法について説明する。本実施
形態のエポキシ樹脂組成物の製造方法は、特に限定されるものではなく、前述した各成分
を、例えば、万能混合攪拌機、プラネタリーミキサー、ロールミル、ニーダー、バンバリ
ーミキサーなどの公知の方法で、混合又は混練などすればよい。
【００２６】
　以上詳述したように、本実施形態のエポキシ樹脂組成物では、ナフタレン構造を有する
エポキシ樹脂及び／又は硬化剤を使用しているため、低抵抗でかつ熱伝導率が高い六方晶
構造又は非晶質構造の炭素粒子又は繊維状炭素を、高充填することができる。これにより
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、従来に比べて、導電性及び放熱性を共に向上させることができる。
【００２７】
　また、本実施形態のエポキシ樹脂組成物は、耐溶剤性も兼ね備えているため、電池の正
極材料としても好適である。また、電波吸収性能にも優れているため、電磁波吸収材とし
ても使用することができる。
【００２８】
（第２の実施形態）
　本発明の第２の実施形態に係る成形体について説明する。本実施形態の成形体は、前述
した第１の実施形態のエポキシ樹脂組成物を成形したものであり、ポッティング剤などの
封止剤又はチップなどを搭載する電子包材、トレーなどである。
【００２９】
［熱伝導率：０．５～７０．０Ｗ／ｍＫ］
　本実施形態の成形体の熱伝導率は、０．５～７０Ｗ／ｍＫであることが好ましく、より
好ましくは、５～７０Ｗ／ｍＫである。これにより、放熱特性をより高めることができる
。
【００３０】
［表面抵抗：１．０Ｅ＋１６～０．１Ω／□］
　本実施形態の成形体の表面抵抗は、１．０Ｅ＋１６～０．１Ω／□であることが好まし
く、より好ましくは、１．０Ｅ＋６～０．１Ω／□である。これにより、導電率をより高
めることができる。
【００３１】
［製造方法］
　次に、本実施形態の成形体の製造方法について説明する。この成形体の成形方法は、特
に限定されるものではなく、例えば、押出成形、射出成形、ロール成形及びプレス成形な
どの公知の成形方法を適用することができる。
【００３２】
　そして、例えば、押出成形機やロールプレス装置を用いて、炭素材が幅方向又は長さ方
向に配向しているシートを作製し、それを複数枚積層して成形体としてもよい。その場合
、積層前のシートは、Ｂステージ状態であり、積層後に加熱して、「Ｃステージ状態」と
することが望ましい。
【００３３】
　ここで、「Ｂステージ状態」とは、樹脂組成物が室温で乾いた状態を示し、高温に加熱
すると再び溶融する状態をいい、より厳密には、ＤＳＣ（Differential Scanning Calori
metry：示差走査型熱量計）を用いて、硬化時に発生する熱量から計算した値で硬化度が
７０％未満の状態を示す。また、「Ｃステージ状態」とは、樹脂組成物の硬化がほぼ終了
した状態で、高温に加熱しても再度溶融することはない状態をいい、硬化度７０％以上の
状態をいう。
【００３４】
　更に、破断刃などにより、積層体（成形体）を積層方向に垂直な方向に切断することで
、厚さ方向に炭素材が配向した成形体を得ることもできる。この成形体は、複数の角柱状
配向体が一方向に配列された構成となる。
【００３５】
　以上詳述したように、本実施形態の成形体では、炭素材が高充填されているため、導電
性だけでなく、放熱性にも優れている。
【００３６】
（第３の実施形態）
　本発明の第３の実施形態に係るシート材について説明する。本実施形態のシート材は、
前述した第１の実施形態のエポキシ樹脂組成物を加熱成形して得た厚さ１０～５００μｍ
のシート材である。
【００３７】
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［厚さ：１０～５００μｍ］
　シート材の厚さが１０μｍ未満の場合、十分なシート強度が得られず、また、５００μ
ｍを超えると、屈曲性が損なわれると共に、成形時に空隙を含むなどの理由から、各種特
性の低下を招く。よって、本実施形態のシート材の厚さは、１０～５００μｍとする。
【００３８】
［製造方法］
　本実施形態のシート材は、前述した第１の実施形態のエポキシ樹脂組成物を、ポリエチ
レンテレフタレートなどの樹脂フィルム上に成膜し、加熱することにより得られる。この
シート材の成膜方法は、特に限定されるものではなく、例えば、スクリーン印刷、ダイコ
ーター、押出成形、射出成形、ロール成形及びプレス成形などの公知の成形方法を適用す
ることができる。
【００３９】
　本実施形態のシート材は、炭素材が高充填されているため、導電性だけでなく、放熱性
にも優れている。
【実施例】
【００４０】
　以下、本発明の実施例及び比較例を挙げて、本発明の効果について具体的に説明する。
本実施例においては、下記表１に示す構成のシート材を作製し、その特性を評価した。
【００４１】
＜シートの製造方法＞
　先ず、一次混練を自転公転式撹拌装置により行った後、三本ロールで二次混練を行って
、下記表１，２に示す組成のエポキシ樹脂組成物を作製した。次に、ロールプレス又はコ
ーターを用いて、ＰＥＴフィルム上にエポキシ樹脂組成物を成膜した後、１１５℃で６０
分間加熱して、実施例１～８及び比較例１～５のシート材を得た。
【００４２】
　その際、エポキシ樹脂は、ナフタレン型エポキシ樹脂（ＤＩＣ社製　ＨＰ－４０３２Ｄ
）、環状式ビスＡ型エポキシ樹脂（三菱化学社製　ＥＰ８２８）、ビフェニル型エポキシ
樹脂（三菱化学社製　ＹＸ４０００）、トリアジン型エポキシ樹脂（日産化学社製　ＴＥ
ＰＩＣ－ＰＡＳ）を使用した。硬化剤にはイミダゾール類（四国化成社製、２Ｅ４ＭＺ－
ＣＮ）を使用した。
【００４３】
　炭素材は、カーボンナノチューブ（昭和電工社製　ＶＧＣＦ）、ダイヤモンドを使用し
た。また、カップリング剤には、シランカップリング剤（東レダウコーニング社製、Ｚ－
０６４０Ｎ）を使用し、有機溶剤は、エチルセロソルブを使用した。
【００４４】
　次に、前述した方法によって作製した実施例及び比較例のシート材を、以下に示す方法
で評価した。
【００４５】
＜体積抵抗＞
　体積抵抗は、ＪＩＳ　Ｋ６９１１に準拠した測定方法により求めた。具体的には、円形
電極（φ７０）の間で、絶縁抵抗計（川口電気製作所製　Ｒ５０３及びＰ６１６）により
電気抵抗を測定し、電極形状から体積抵抗率を求めた。その際、電極間に５００Ｖを印加
し、１分後の抵抗を測定した。
【００４６】
＜表面抵抗＞
　表面抵抗は、ＪＩＳ　Ｋ６９１１に準拠した測定方法により求めた。具体的には、二重
円形電極（φ７０、φ５０）の間で、絶縁抵抗計（川口電気製作所製　Ｒ５０３及びＰ６
１６）により電気抵抗を測定し、電極形状から表面抵抗率を求めた。その際、電極間に５
００Ｖを印加し、１分後の抵抗を測定した。
【００４７】
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＜熱伝導率＞
　熱伝導率は、熱拡散率と熱容量（比重と比熱との積）から求めた。その際、熱拡散率は
、キセノンフラッシュ法（Ｎｅｔｚｃｈ製　ＬＦＡ４４７）により測定し、比重はアルキ
メデス法（水中置換法）により測定した。また、比熱は、ＤＳＣ法（リガク製　ＤＳＣ８
２３０）により測定した。
【００４８】
＜強度＞
　強度は、屈曲性により評価した。具体的には、直径１０ｃｍの紙管に、シート成形物を
巻き付け、巻き付け前後に成形物に割れがないものを○とし、割れがあった又は発生した
ものを×として評価した。
【００４９】
＜外観＞
　外観は、充填材の凝集物などの異物の有無により評価した。具体的には、異物が発見さ
れなければ○、異物が発見されたものは×とした。
【００５０】
　以上の結果を、下記表１，２にまとめて示す。なお、下記表１，２に示すカーボンナノ
チューブ（ＣＮＴ）及びダイヤモンド（Diamond）のサイズは、電子顕微鏡（ＳＥＭ、Ｔ
ＥＭ）により測定した値である。
【００５１】
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【００５２】
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【表２】

【００５３】
　上記表２に示すように、ナフタレン構造を有しないエポキシ樹脂を使用した比較例１，
２のシート材は、抵抗値も高く、屈曲性及び外観も劣っていた。また、ナフタレン構造を
有するエポキシ樹脂を使用しているが、繊維長が３０μｍを超えるカーボンナノチューブ
を配合した比較例３，４のシート材は、抵抗値が高く、外観も劣っていた。更に、サイコ
ロ状のダイヤモンドを配合した比較例５のシート材は、屈曲性及び外観には問題がなかっ
たが、抵抗値が高かった。
【００５４】
　これに対して、本発明の範囲内で作製した実施例１～８のシート材は、導電性及び放熱
性に優れ、更に、強度及び外観も良好であった。これにより、本発明によれば、導電性及
び放熱性が共に優れたエポキシ樹脂組成物、成形体及びシート材を実現できることが確認
された。
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